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   ○ 柏 市 総 合 計 画 策 定 条 例  

                  平 成 ２ ６ 年 ９ 月 ３ ０ 日  

                      条 例 第 ３ ３ 号  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は ， 本 市 の 総 合 計 画 を 策 定 す る こ と に 関 し 必 要 な

事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 (1) 総 合 計 画  本 市 の ま ち づ く り の 指 針 と な る 総 合 的 な 計 画 で あ

っ て ， 基 本 構 想 及 び 基 本 計 画 を も っ て 構 成 す る も の を い う 。  

 (2) 基 本 構 想  本 市 の ま ち づ く り に 係 る 構 想 で あ っ て ， 本 市 が 目

指 す 将 来 の 姿 及 び そ の 実 現 の た め の 施 策 の 基 本 的 な 目 標 を 示

す も の を い う 。  

 (3) 基 本 計 画  基 本 構 想 を 踏 ま え た 基 本 的 な 計 画 で あ っ て ， 本 市

の ま ち づ く り に 係 る 施 策 の 方 向 性 を 体 系 的 に 示 す も の を い う 。  

 （ 総 合 計 画 の 策 定 ）  

第 ３ 条  市 長 は ， 総 合 的 か つ 計 画 的 に 市 政 を 運 営 す る た め ， 総 合 計

画 を 策 定 す る も の と す る 。  

 （ 審 議 会 の 設 置 等 ）     

第 ４ 条  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ３ ８ 条 の ４ 第

３ 項 の 規 定 に よ り ， 市 長 の 附 属 機 関 と し て ， 柏 市 総 合 計 画 審 議 会

（ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。） を 置 く 。  

２  審 議 会 は ， 市 長 の 諮 問 に 応 じ ， 総 合 計 画 の 策 定 又 は 変 更 に つ い

て ， 調 査 及 び 審 議 並 び に 答 申 を す る 。  

３  審 議 会 は ， 委 員 ２ ５ 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。  

４  委 員 は 市 長 が 委 嘱 し ， そ の 任 期 は 市 長 が 別 に 定 め る 期 間 と す る 。

た だ し ， 委 員 が 欠 け た 場 合 の 補 欠 の 委 員 の 任 期 は ， 前 任 者 の 残

任 期 間 と す る 。  

５  委 員 は ， 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を

退 い た 後 も ， 同 様 と す る 。  

６  前 各 項 に 定 め る も の の ほ か ， 審 議 会 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要
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な 事 項 は ， 規 則 で 定 め る 。  

 （ 審 議 会 へ の 諮 問 ）  

第 ５ 条  市 長 は ， 総 合 計 画 を 策 定 し ， 又 は 変 更 し よ う と す る と き は ，

あ ら か じ め 審 議 会 に 諮 問 を す る も の と す る 。  

 （ 議 会 の 議 決 ）  

第 ６ 条  市 長 は ， 基 本 構 想 を 策 定 し ， 又 は 変 更 し よ う と す る と き は ，

前 条 の 諮 問 に 対 す る 答 申 を 受 け た 後 に ， 議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば

な ら な い 。  

 （ 基 本 計 画 の 策 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 基 本 構 想 に 基 づ き 基 本 計 画 を 策 定 す る も の と す る 。  

 （ 公 表 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 総 合 計 画 を 策 定 し ， 又 は 変 更 し た と き は ， 遅 滞 な

く こ れ を 公 表 す る も の と す る 。  

 （ 総 合 計 画 と の 整 合 ）  

第 ９ 条  本 市 は ， 個 別 の 施 策 に 係 る 事 項 を 定 め る 計 画 を 策 定 し ， 又

は 変 更 す る に 当 た っ て は ， 総 合 計 画 と の 整 合 を 図 る も の と す る 。  

 （ 委 任 ）  

第 １ ０ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 柏 市 附 属 機 関 設 置 条 例 の 一 部 改 正 ）  

２  柏 市 附 属 機 関 設 置 条 例 （ 平 成 ８ 年 柏 市 条 例 第 ６ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 市 長 の 項 柏 市 総 合 計 画 審 議 会 の 目 を 削 る 。  

 


